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開議  午前１０時００分 

 

○議長（藤野菊信君） おはようございます。 

    ただいまの出席議員数は１４人です。定足数に達しておりますので、これから本

日の会議を開きます。 

    議事日程については、お手元に配付のとおりです。 

 

日程第１ 報告第１号 専決処分の報告について（和解及び損害賠償額の決定について） 

 

○議長（藤野菊信君） 日程第１ 報告第１号 専決処分の報告について（和解及び損害

賠償額の決定について）を議題といたします。 

    これから、報告第１号の質疑を行います。 

    質疑はありませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤野菊信君） 質疑なしと認めます。 

    以上で、日程第１ 報告第１号 専決処分の報告について（和解及び損害賠償額

の決定について）を終わります。 

 

日程第２ 承認第１号 専決処分の承認を求めることについて（令和７年度越前町一般 

会計補正予算（第９号）） 

 

○議長（藤野菊信君） 日程第２ 承認第１号 専決処分の承認を求めることについて

（令和７年度越前町一般会計補正予算（第９号））を議題といたします。 

    これから、承認第１号の質疑を行います。 

    質疑はありませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤野菊信君） 質疑なしと認めます。 

    これから、承認第１号の討論を行います。 

    討論はありませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤野菊信君） 討論なしと認めます。 

    これから、承認第１号を採決します。 

    お諮りします。 

    本案は報告のとおり承認することに賛成の方の起立を求めます。 

（起 立 全 員） 

○議長（藤野菊信君） 起立全員です。 

    よって、承認第１号 専決処分の承認を求めることについて（令和７年度越前町

一般会計補正予算（第９号））は承認することに決定いたしました。 

 

日程第３ 承認第２号 専決処分の承認を求めることについて（令和７年度越前町国民 

           健康保険病院事業会計補正予算（第２号）） 

 

 

○議長（藤野菊信君） 日程３ 承認第２号 専決処分の承認を求めることについて（令

和７年度越前町国民健康保険病院事業会計補正予算（第２号））を議題といたし
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ます。 

    これから、承認第２号の質疑を行います。 

    質疑はありませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤野菊信君） 質疑なしと認めます。 

    これから、承認第２号の討論を行います。 

    討論はありませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤野菊信君） 討論なしと認めます。 

    これから、承認第２号を採決します。 

    お諮りします。 

    本案は報告のとおり承認することに賛成の方の起立を求めます。 

（起 立 全 員） 

○議長（藤野菊信君） 起立全員です。 

    よって、承認第２号 専決処分の承認を求めることについて（令和７年度越前町

国民健康保険病院事業会計補正予算（第２号））は承認することに決定しました。 

 

日程第４ 承認第３号 専決処分の承認を求めることについて（令和７年度越前町一般 

           会計補正予算（第１０号）） 

 

○議長（藤野菊信君） 日程４ 承認第３号 専決処分の承認を求めることについて（令

和７年度越前町一般会計補正予算（第１０号））を議題といたします。 

    これから、承認第３号の質疑を行います。 

    質疑はありませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤野菊信君） 質疑なしと認めます。 

    これから、承認第３号の討論を行います。 

    討論はありませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤野菊信君） 討論なしと認めます。 

    これから、承認第３号を採決します。 

    お諮りします。 

    本案は報告のとおり承認することに賛成の方の起立を求めます。 

（起 立 全 員） 

○議長（藤野菊信君） 起立全員です。 

    よって、承認第３号 専決処分の承認を求めることについて（令和７年度越前町

一般会計補正予算（第１０号））は承認することに決定しました。 

 

日程第５ 承認第４号 専決処分の承認を求めることについて（令和７年度越前町水道 

           事業会計補正予算（第３号）） 

 

○議長（藤野菊信君） 日程第５ 承認第４号 専決処分の承認を求めることについて

（令和７年度越前町水道事業会計補正予算（第３号））を議題といたします。 

    これから、承認第４号の質疑を行います。 

    質疑はありませんか。 
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（「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤野菊信君） 質疑なしと認めます。 

    これから、承認第４号の討論を行います。 

    討論はありませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤野菊信君） 討論なしと認めます。 

    これから、承認第４号を採決します。 

    お諮りします。 

    本案は報告のとおり承認することについて賛成の方の起立を求めます。 

（起 立 全 員） 

○議長（藤野菊信君） 起立全員です。 

    よって、承認第４号 専決処分の承認を求めることについて（令和７年度越前町

水道事業会計補正予算（第３号））は承認することに決定しました。 

 

日程第６ 承認第５号 専決処分の承認を求めることについて（令和７年度越前町一般 

           会計補正予算（第１１号）） 

 

○議長（藤野菊信君） 日程第６ 承認第５号 専決処分の承認を求めることについて

（令和７年度越前町一般会計補正予算（第１１号））を議題といたします。 

    これから、承認第５号の質疑を行います。 

    質疑はありませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤野菊信君） 質疑なしと認めます。 

    これから、承認第５号の討論を行います。 

    討論はありませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤野菊信君） 討論なしと認めます。 

    これから、承認第５号を採決します。 

    お諮りします。 

    本案は報告のとおり承認することに賛成の方の起立を求めます。 

（起 立 全 員） 

○議長（藤野菊信君） 起立全員です。 

    よって、承認第５号 専決処分の承認を求めることについて（令和７年度越前町

一般会計補正予算（第１１号））は承認することに決定しました。 

 

日程第７ 承認第６号 専決処分の承認を求めることについて（令和７年度越前町一般 

           会計補正予算（第１２号）） 

 

○議長（藤野菊信君） 日程第７ 承認第６号 専決処分の承認を求めることについて

（令和７年度越前町一般会計補正予算（第１２号））を議題といたします。 

    これから、承認第６号の質疑を行います。 

    質疑はありませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤野菊信君） 質疑なしと認めます。 

    これから、承認第６号の討論を行います。 
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    討論はありませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤野菊信君） 討論なしと認めます。 

    これから、承認第６号を採決します。 

    お諮りします。 

    本案は報告のとおり承認することに賛成の方の起立を求めます。 

（起 立 全 員） 

○議長（藤野菊信君） 起立全員です。 

    よって、承認第６号 専決処分の承認を求めることについて（令和７年度越前町

一般会計補正予算（第１２号））は承認することに決定しました。 

 

日程第８ 承認第７号 専決処分の承認を求めることについて（令和７年度越前町一般 

           会計補正予算（第１３号）） 

 

○議長（藤野菊信君） 日程第８ 承認第７号 専決処分の承認を求めることについて

（令和７年度越前町一般会計補正予算（第１３号））を議題といたします。 

    これから、承認第７号の質疑を行います。 

    質疑はありませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤野菊信君） 質疑なしと認めます。 

    これから、承認第７号の討論を行います。 

    討論はありませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤野菊信君） 討論なしと認めます。 

    これから、承認第７号を採決します。 

    お諮りします。 

    本案は報告のとおり承認することに賛成の方の起立を求めます。 

（起 立 全 員） 

○議長（藤野菊信君） 起立全員です。 

    よって、承認第７号 専決処分の承認を求めることについて（令和７年度越前町

一般会計補正予算（第１３号））は承認することに決定しました。 

 

日程第９ 承認第８号 専決処分の承認を求めることについて（令和７年度越前町一般 

           会計補正予算（第１４号）） 

 

○議長（藤野菊信君） 日程第９ 承認第８号 専決処分の承認を求めることについて

（令和７年度越前町一般会計補正予算（第１４号））を議題といたします。 

    これから、承認第８号の質疑を行います。 

    質疑はありませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤野菊信君） 質疑なしと認めます。 

    これから、承認第８号の討論を行います。 

    討論はありませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤野菊信君） 討論なしと認めます。 
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    これから、承認第８号を採決します。 

    お諮りします。 

    本案は報告のとおり承認することに賛成の方の起立を求めます。 

（起 立 全 員） 

○議長（藤野菊信君） 起立全員です。 

    よって、承認第８号 専決処分の承認を求めることについて（令和７年度越前町

一般会計補正予算（第１４号））は承認することに決定しました。 

 

日程第１０ 議案第１号 越前町犯罪被害者等支援条例の制定について 

 

○議長（藤野菊信君） 日程第１０ 議案第１号 越前町犯罪被害者等支援条例の制定に

ついてを議題といたします。 

    これから、議案第１号の質疑を行います。 

    質疑はありませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤野菊信君） 質疑なしと認めます。 

    これから、議案第１号の討論を行います。 

    討論はありませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤野菊信君） 討論なしと認めます。 

    これから、議案第１号を採決します。 

    お諮りします。 

    本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（起 立 全 員） 

○議長（藤野菊信君） 起立全員です。 

    よって、議案第１号 越前町犯罪被害者等支援条例の制定については原案のとお

り可決されました。 

 

日程第１１ 議案第２号 越前町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定 

            める条例の制定について 

 

○議長（藤野菊信君） １１ 議案第２号 越前町乳児等通園支援事業の設備及び運営に

関する基準を定める条例の制定についてを議題といたします。 

    これから、議案第２号の質疑を行います。 

    質疑はありませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤野菊信君） 質疑なしと認めます。 

    これから、議案第２号の討論を行います。 

    討論はありませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤野菊信君） 討論なしと認めます。 

    これから、議案第２号を採決します。 

    お諮りします。 

    本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（起 立 全 員） 
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○議長（藤野菊信君） 起立全員です。 

    よって、議案第２号 越前町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例の制定については原案のとおり可決されました。 

 

日程第１２ 議案第３号 越前町一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正につい 

            て 

 

○議長（藤野菊信君） １２ 議案第３号 越前町一般職の職員の給与に関する条例等の

一部改正についてを議題といたします。 

    これから、議案第３号の質疑を行います。 

    質疑はありませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤野菊信君） 質疑なしと認めます。 

    これから、議案第３号の討論を行います。 

    討論はありませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤野菊信君） 討論なしと認めます。 

    これから、議案第３号を採決します。 

    お諮りします。 

    本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（起 立 全 員） 

○議長（藤野菊信君） 起立全員です。 

    よって、議案第３号 越前町一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正につ

いては原案のとおり可決されました。 

 

日程第１３ 議案第４号 越前町保育所条例の一部改正について 

 

○議長（藤野菊信君） 日程第１３ 議案第４号 越前町保育所条例の一部改正について

を議題といたします。 

    これから、議案第４号の質疑を行います。 

    質疑はありませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤野菊信君） 質疑なしと認めます。 

    これから、議案第４号の討論を行います。 

    討論はありませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤野菊信君） 討論なしと認めます。 

    これから、議案第４号を採決します。 

    お諮りします。 

    本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（起 立 全 員） 

○議長（藤野菊信君） 起立全員です。 

    よって、議案第４号 越前町保育所条例の一部改正については原案のとおり可決

されました。 
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日程第１４ 議案第５号 越前町火入れに関する条例の一部改正について 

 

○議長（藤野菊信君） 日程第１４ 議案第５号 越前町火入れに関する条例の一部改正

についてを議題といたします。 

    これから、議案第５号の質疑を行います。 

    質疑はありませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤野菊信君） 質疑なしと認めます。 

    これから、議案第５号の討論を行います。 

    討論はありませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤野菊信君） 討論なしと認めます。 

    これから、議案第５号を採決します。 

    お諮りします。 

    本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（起 立 全 員） 

○議長（藤野菊信君） 起立全員です。 

    よって、議案第５号 越前町火入れに関する条例の一部改正については原案のと

おり可決されました。 

 

日程第１５ 議案第６号 悠久ロマンの杜条例の一部改正について 

 

○議長（藤野菊信君） 日程第１５ 議案第６号 悠久ロマンの杜条例の一部改正につい

てを議題といたします。 

    これから、議案第６号の質疑を行います。 

    質疑はありませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤野菊信君） 質疑なしと認めます。 

    これから、議案第６号の討論を行います。 

    討論はありませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤野菊信君） 討論なしと認めます。 

    これから、議案第６号を採決します。 

    お諮りします。 

    本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（起 立 全 員） 

○議長（藤野菊信君） 起立全員です。 

    よって、議案第６号 悠久ロマンの杜条例の一部改正については原案のとおり可

決されました。 

 

日程第１６ 議案第７号 越前町営住宅条例の一部改正について 

 

○議長（藤野菊信君） 日程第１６ 議案第７号 越前町営住宅条例の一部改正について

を議題といたします。 

    これから、議案第７号の質疑を行います。 
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    質疑はありませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤野菊信君） 質疑なしと認めます。 

    これから、議案第７号の討論を行います。 

    討論はありませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤野菊信君） 討論なしと認めます。 

    これから、議案第７号を採決します。 

    お諮りします。 

    本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（起 立 全 員） 

○議長（藤野菊信君） 起立全員です。 

    よって、議案第７号 越前町営住宅条例の一部改正については原案のとおり可決

されました。 

 

日程第１７ 議案第８号 越前町特定公共賃貸住宅条例の一部改正について 

 

○議長（藤野菊信君） 日程第１７ 議案第８号 越前町特定公共賃貸住宅条例の一部改

正についてを議題といたします。 

    これから、議案８第号の質疑を行います。 

    質疑はありませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤野菊信君） 質疑なしと認めます。 

    これから、議案第８号の討論を行います。 

    討論はありませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤野菊信君） 討論なしと認めます。 

    これから、議案第８号を採決します。 

    お諮りします。 

    本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（起 立 全 員） 

○議長（藤野菊信君） 起立全員です。 

    よって、議案第８号 越前町特定公共賃貸住宅条例の一部改正については原案の

とおり可決されました。 

 

日程第１８ 議案第９号 越前町国民健康保険税条例の一部改正について 

 

○議長（藤野菊信君） 日程第１８ 議案第９号 越前町国民健康保険税条例の一部改正

についてを議題といたします。 

    これから、議案第９号の質疑を行います。 

    質疑はありませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤野菊信君） 質疑なしと認めます。 

    これから、議案第９号の討論を行います。 

    討論はありませんか。 
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（「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤野菊信君） 討論なしと認めます。 

    これから、議案第９号を採決します。 

    お諮りします。 

    本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（起 立 全 員） 

○議長（藤野菊信君） 起立全員です。 

    よって、議案第９号 越前町国民健康保険税条例の一部改正については原案のと

おり可決されました。 

 

日程第１９ 議案第１０号 平等婦人の家条例の廃止について 

 

○議長（藤野菊信君） 日程第１９ 議案第１０号 平等婦人の家条例の廃止についてを

議題といたします。 

    これから、議案第１０号の質疑を行います。 

    質疑はありませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤野菊信君） 質疑なしと認めます。 

    これから、議案第１０号の討論を行います。 

    討論はありませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤野菊信君） 討論なしと認めます。 

    これから、議案第１０号を採決します。 

    お諮りします。 

    本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（起 立 全 員） 

○議長（藤野菊信君） 起立全員です。 

    よって、議案第１０号 平等婦人の家条例の廃止については原案のとおり可決さ

れました。 

 

日程第２０ 議案第１１号 越前岬水仙ランド物産館条例の廃止について 

 

○議長（藤野菊信君） 日程第２０ 議案第１１号 越前岬水仙ランド物産館条例の廃止

についてを議題といたします。 

    これから、議案第１１号の質疑を行います。 

    質疑はありませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤野菊信君） 質疑なしと認めます。 

    これから、議案第１１号の討論を行います。 

    討論はありませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤野菊信君） 討論なしと認めます。 

    これから、議案第１１号を採決します。 

    お諮りします。 

    本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 
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（起 立 全 員） 

○議長（藤野菊信君） 起立全員です。 

    よって、議案第１１号 越前岬水仙ランド物産館条例の廃止については原案のと

おり可決されました。 

 

日程第２１ 議案第１２号 第三次越前町総合振興計画基本構想の策定について 

 

○議長（藤野菊信君） 日程第２１ 議案第１２号 第三次越前町総合振興計画基本構想

の策定についてを議題といたします。 

    これから、議案第１２号の質疑を行います。 

    質疑はありませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤野菊信君） 質疑なしと認めます。 

    これから、議案第１２号の討論を行います。 

    討論はありませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤野菊信君） 討論なしと認めます。 

    これから、議案第１２号を採決します。 

    お諮りします。 

    本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（起 立 全 員） 

○議長（藤野菊信君） 起立全員です。 

    よって、議案第１２号 第三次越前町総合振興計画基本構想の策定については原

案のとおり可決されました。 

 

日程第２２ 議案第１３号 越前町過疎地域持続的発展計画を定めることについて 

 

○議長（藤野菊信君） 日程第２２ 議案第１３号 越前町過疎地域持続的発展計画を定

めることについてを議題といたします。 

    これから、議案第１３号の質疑を行います。 

    質疑はありませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤野菊信君） 質疑なしと認めます。 

    これから、議案第１３号の討論を行います。 

    討論はありませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤野菊信君） 討論なしと認めます。 

    これから、議案第１３号を採決します。 

    お諮りします。 

    本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（起 立 全 員） 

○議長（藤野菊信君） 起立全員です。 

    よって、議案第１３号 越前町過疎地域持続的発展計画を定めることについては

原案のとおり可決されました。 
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日程第２３ 議案第１４号 公の施設の指定管理者の指定について（泰澄の杜） 

 

○議長（藤野菊信君） 日程第２３ 議案第１４号 公の施設の指定管理者の指定につい

て（泰澄の杜）を議題といたします。 

    これから、議案第１４号の質疑を行います。 

    質疑はありませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤野菊信君） 質疑なしと認めます。 

    これから、議案第１４号の討論を行います。 

    討論はありませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤野菊信君） 討論なしと認めます。 

    これから、議案第１４号を採決します。 

    お諮りします。 

    本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（起 立 全 員） 

○議長（藤野菊信君） 起立全員です。 

    よって、議案第１４号 公の施設の指定管理者の指定について（泰澄の杜）は原

案のとおり可決されました。 

 

日程第２４ 議案第１５号 公の施設の指定管理者の指定について（オタイコ・ヒルズ） 

 

○議長（藤野菊信君） 日程第２４ 議案第１５号 公の施設の指定管理者の指定につい

て（オタイコ・ヒルズ）を議題といたします。 

    これから、議案第１５号の質疑を行います。 

    質疑はありませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤野菊信君） 質疑なしと認めます。 

    これから、議案第１５号の討論を行います。 

    討論はありませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤野菊信君） 討論なしと認めます。 

    これから、議案第１５号を採決します。 

    お諮りします。 

    本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（起 立 全 員） 

○議長（藤野菊信君） 起立全員です。 

    よって、議案第１５号 公の施設の指定管理者の指定について（オタイコ・ヒル

ズ）は原案のとおり可決されました。 

 

日程第２５ 議案第１６号 財産の無償譲渡について 

 

○議長（藤野菊信君） 日程第２５ 議案第１６号 財産の無償譲渡についてを議題とい

たします。 

    これから、議案第１６号の質疑を行います。 
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    質疑はありませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤野菊信君） 質疑なしと認めます。 

    これから、議案第１６号の討論を行います。 

    討論はありませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤野菊信君） 討論なしと認めます。 

    これから、議案第１６号を採決します。 

    お諮りします。 

    本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（起 立 全 員） 

○議長（藤野菊信君） 起立全員です。 

    よって、議案第１６号 財産の無償譲渡については原案のとおり可決されました。 

 

日程第２６ 議案第１７号 令和７年度越前町一般会計補正予算（第１５号） 

 

○議長（藤野菊信君） 日程第２６ 議案第１７号 令和７年度越前町一般会計補正予算

（第１５号）を議題といたします。 

    これから、議案第１７号の質疑を行います。 

    質疑はありませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤野菊信君） 質疑なしと認めます。 

    これから、議案第１７号の討論を行います。 

    討論はありませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤野菊信君） 討論なしと認めます。 

    これから、議案第１７号を採決します。 

    お諮りします。 

    本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（起 立 全 員） 

○議長（藤野菊信君） 起立全員です。 

    よって、議案第１７号 令和７年度越前町一般会計補正予算（第１５号）は原案

のとおり可決されました。 

 

日程第２７ 議案第１８号 令和７年度越前町国民健康保険事業特別会計補正予算（第 

             ２号） 

 

○議長（藤野菊信君） 日程第２７ 議案第１８号 令和７年度越前町国民健康保険事業

特別会計補正予算（第２号）を議題といたします。 

    これから、議案第１８号の質疑を行います。 

    質疑はありませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤野菊信君） 質疑なしと認めます。 

    これから、議案第１８号の討論を行います。 

    討論はありませんか。 
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（「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤野菊信君） 討論なしと認めます。 

    これから、議案第１８号を採決します。 

    お諮りします。 

    本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（起 立 全 員） 

○議長（藤野菊信君） 起立全員です。 

    よって、議案第１８号 令和７年度越前町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第２号）は原案のとおり可決されました。 

 

日程第２８ 議案第１９号 令和７年度越前町介護保険事業特別会計補正予算（第４号） 

 

○議長（藤野菊信君） 日程第２８ 議案第１９号 令和７年度越前町介護保険事業特別

会計補正予算（第４号）を議題といたします。 

    これから、議案第１９号の質疑を行います。 

    質疑はありませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤野菊信君） 質疑なしと認めます。 

    これから、議案第１９号の討論を行います。 

    討論はありませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤野菊信君） 討論なしと認めます。 

    これから、議案第１９号を採決します。 

    お諮りします。 

    本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（起 立 全 員） 

○議長（藤野菊信君） 起立全員です。 

    よって、議案第１９号 令和７年度越前町介護保険事業特別会計補正予算（第４

号）は原案のとおり可決されました。 

 

日程第２９ 議案第２０号 令和７年度越前町後期高齢者医療事業特別会計補正予算 

             （第１号） 

 

○議長（藤野菊信君） 日程第２９ 議案第２０号 令和７年度越前町後期高齢者医療事

業特別会計補正予算（第１号）を議題といたします。 

    これから、議案第２０号の質疑を行います。 

    質疑はありませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤野菊信君） 質疑なしと認めます。 

    これから、議案第２０号の討論を行います。 

    討論はありませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤野菊信君） 討論なしと認めます。 

    これから、議案第２０号を採決します。 

    お諮りします。 
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    本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（起 立 全 員） 

○議長（藤野菊信君） 起立全員です。 

    よって、議案第２０号 令和７年度越前町後期高齢者医療事業特別会計補正予算

（第１号）は原案のとおり可決されました。 

 

日程第３０ 議案第２１号 令和７年度越前町温泉事業特別会計補正予算（第２号） 

 

○議長（藤野菊信君） 日程第３０ 議案第２１号 令和７年度越前町温泉事業特別会計

補正予算（第２号）を議題といたします。 

    これから、議案第２１号の質疑を行います。 

    質疑はありませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤野菊信君） 質疑なしと認めます。 

    これから、議案第２１号の討論を行います。 

    討論はありませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤野菊信君） 討論なしと認めます。 

    これから、議案第２１号を採決します。 

    お諮りします。 

    本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（起 立 全 員） 

○議長（藤野菊信君） 起立全員です。 

    よって、議案第２１号 令和７年度越前町温泉事業特別会計補正予算（第２号）

は原案のとおり可決されました。 

 

日程第３１ 議案第２２号 令和７年度越前町水道事業会計補正予算（第４号） 

 

○議長（藤野菊信君） 日程第３１ 議案第２２号 令和７年度越前町水道事業会計補正

予算（第４号）を議題といたします。 

    これから、議案第２２号の質疑を行います。 

    質疑はありませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤野菊信君） 質疑なしと認めます。 

    これから、議案第２２号の討論を行います。 

    討論はありませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤野菊信君） 討論なしと認めます。 

    これから、議案第２２号を採決します。 

    お諮りします。 

    本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（起 立 全 員） 

○議長（藤野菊信君） 起立全員です。 

    よって、議案第２２号 令和７年度越前町水道事業会計補正予算（第４号）は原

案のとおり可決されました。 
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日程第３２ 議案第２３号 令和７年度越前町下水道事業会計補正予算（第３号） 

 

○議長（藤野菊信君） 日程第３２ 議案第２３号 令和７年度越前町下水道事業会計補

正予算（第３号）を議題といたします。 

    これから、議案第２３号の質疑を行います。 

    質疑はありませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤野菊信君） 質疑なしと認めます。 

    これから、議案第２３号の討論を行います。 

    討論はありませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤野菊信君） 討論なしと認めます。 

    これから、議案第２３号を採決します。 

    お諮りします。 

    本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（起 立 全 員） 

○議長（藤野菊信君） 起立全員です。 

    よって、議案第２３号 令和７年度越前町下水道事業会計補正予算（第３号）は

原案のとおり可決されました。 

 

日程第３３ 議案第２４号 令和７年度越前町国民健康保険病院事業会計補正予算（第 

             ３号） 

 

○議長（藤野菊信君） 日程第３３ 議案第２４号 令和７年度越前町国民健康保険病院

事業会計補正予算（第３号）を議題といたします。 

    これから、議案第２４号の質疑を行います。 

    質疑はありませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤野菊信君） 質疑なしと認めます。 

    これから、議案第２４号の討論を行います。 

    討論はありませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤野菊信君） 討論なしと認めます。 

    これから、議案第２４号を採決します。 

    お諮りします。 

    本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（起 立 全 員） 

○議長（藤野菊信君） 起立全員です。 

    よって、議案第２４号 令和７年度越前町国民健康保険病院事業会計補正予算

（第３号）は原案のとおり可決されました。 

 

日程第３４ 議案第２５号 令和８年度越前町一般会計予算 

 

○議長（藤野菊信君） 日程第３４ 議案第２５号 令和８年度越前町一般会計予算を議
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題といたします。 

    本案についての提案理由の説明を求めます。 

    町長。 

町長（髙田浩樹君）登壇 

○町長（髙田浩樹君） 議案第２５号 令和８年度越前町一般会計予算の提案理由を申し

上げます。 

    日本憲政史上初めての女性総理大臣として高市早苗内閣総理大臣が誕生いたしま

した。高市政権は、総合経済対策として、責任ある積極財政を基本方針に生活の

安全保障、物価高への対応をはじめとする３つの柱を掲げられました。 

    本町においても依然として物価高騰の波が長期化し、町民生活に大きな影響を及

ぼしており、活力低下が懸念されることに加え、少子高齢化や人口減少などの課

題に直面しており、深刻化する諸問題にスピード感を持って対応していく必要が

あると考えております。 

    そのためには、厳しい財政状況下でも将来を見据え、真に必要な取組には積極的

に投資を行い、子育て支援対策や人口減少、地域活性化対策をはじめ、公共施設

の老朽化対策や防災・減災対策、高齢者の生活支援対策などの社会経済情勢の変

化に柔軟に対応することで町民の方々に快適で住みやすく、誰もが豊かさを実感

できるよう尽力してまいりたいと考えております。 

    また、令和８年度は、第三次総合振興計画の初年度であり、計画に掲げる目標達

成のため、事業に対し、効率的、効果的に取り組むとともに、構想の実現に向け、

着実に進めていくこととします。 

    このため、令和８年度予算は、住み続けたいまち越前町へ深化する予算として編

成し、町民のニーズに即した各種施策を力強く推進する予算といたしました。こ

の結果、一般会計の予算額は１４３億２，５００万円で、前年度より５％の増額

となりました。また、特別会計の予算額は、国民健康保険事業特別会計のほか、

５特別会計を合わせ４９億３，１１１万８，０００円で前年度より０．５％の減

額となりました。 

    次に、事業会計の予算額は、水道事業会計のほか、２事業会計を合わせて３１億

９，５０８万８，０００円で、前年度より１０．６％の増額となりました。全会

計の予算総額は２２４億５，１２０万６，０００円で、前年度より４．５％の増

額となりました。 

    それでは、予算の主な内容を歳出から申し上げます。 

    まず、議会費ですが、議会費には議員報酬や議員期末手当等のほか、福井県町村

議会議長会負担金などの議会運営費を計上いたしました。 

    次に、総務費ですが、一般管理費には、職員の給料や職員手当等のほか、共済費

や職員健康診断に係る委託料を計上し、また総合賠償保障保険負担金などの各種

負担金を計上いたしました。 

    文書広報費には、文書法規管理経費や広報えちぜんの発行経費のほか、こしの都

ネットワークの行政情報番組制作放送に係る委託料などを計上いたしました。 

    財産管理費には、庁舎や公用車などの維持管理費や入札執行に要する費用のほか、

町バスの運転代行委託料や集会施設の改修工事費などを計上いたしました。 

    企画費には、ふるさと納税推進事業やケーブルテレビ施設保守に係る委託料のほ

か、丹南広域組合負担金や生活交通路線維持支援補助金を計上いたしました。 

    また、高校に通学する生徒の保護者に対し、経済的負担を軽減するため、定期券

購入費用の一部を支援する通学支援補助金や地域住民が世代を超えて交流できる
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施設の整備費に対し、補助する新福井ふるさと茶屋支援事業補助金などを計上い

たしました。 

    自治振興費には、区長会事務委託料などの区長会運営費や各コミュニティセンタ

ーの管理運営費のほか、宮崎コミュニティセンターアリーナにおける空調設備更

新に係る工事費や各コミュニティ運営委員会の活動を支援する交付金などを計上

いたしました。 

    交通安全対策費には、交通指導員による交通指導や普及啓発費のほか、道路反射

鏡の設置に係る工事などを計上いたしました。 

    安全・安心なまちづくり費には、防犯隊への活動費や維持管理費のほか、防犯灯

や防犯カメラの設置に係る工事費などを計上いたしました。 

    男女共同参画費には、男女共同参画ネットワーク補助金などの啓発活動費を計上

いたしました。 

    税務総務費には、固定資産評価基図更新や固定資産税に係る現況を把握し、公平

適正な課税事務を行うための固定資産管理システム土地・家屋異動更新委託料な

どを計上いたしました。 

    賦課徴収費には、税滞納管理システムクラウド利用料や住民税課税支援システム

リース料などを計上いたしました。 

    戸籍住民基本台帳費には、住基ネット運用に係る保守委託料や戸籍電算システム

のリース料などを計上いたしました。 

    選挙管理委員会費には、委員会の運営費を計上し、県議会議員選挙費には、令和

９年４月に行われる県議会議員選挙に係る経費の一部を計上いたしました。 

    次に、民生費ですが、社会福祉総務費には、障害者相談支援に係る委託料や障害

者台帳・障害福祉サービス管理システムに係るレンタル料のほか、社会福祉協議

会運営補助金やシルバー人材センター運営事業補助金を計上いたしました。 

    また、障害者が自立して生活ができるよう必要なサービスを提供するための障害

福祉サービスに係る扶助費を計上いたしました。 

    老人福祉費には、敬老会に要する費用や養護老人ホーム入所措置委託料や高齢者

生活支援ハウス運営事業委託料のほか、サービス付高齢者向け住宅指定管理委託

料や朝日デイサービスセンター改修工事などを計上いたしました。 

    社会福祉施設費には、老人憩いの家「陶寿園」指定管理委託料や越前地域福祉セ

ンター指定管理料などを計上いたしました。 

    児童福祉総務費には、病児・病後児の保育委託料や高校３年生相当までの医療費

を助成する子ども医療費のほか、出産育児祝い金や新婚生活の住居費などを支援

する結婚新生活支援事業補助金を計上いたしました。 

    母子父子福祉費には、ひとり親家庭における子どもの習い事に係る費用に対し支

援する補助金や母子父子家庭の医療費を支援する扶助費などを計上いたしました。 

    保育所費には、朝日西保育所を含む直営３保育所の管理運営費や陶の谷保育所の

運営委託料、朝日ノミエルこども園を含む７認定こども園の運営負担金などを計

上いたしました。 

    児童館費には、児童館と放課後児童クラブの管理運営費や朝日児童センターと織

田児童館の指定管理委託料のほか、子育て支援センター費には、朝日と織田の子

育て支援センター指定管理委託料を計上し、児童措置費には、高校３年生まで支

給する児童手当を計上いたしました。 

    次に、衛生費ですが、保健衛生総務費には、在宅当番医制委託料や動物死体火葬

処理委託料のほか、コウノトリ個体管理に係る費用やＡＥＤの購入に係る備品購
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入費などを計上いたしました。 

    予防費には、子どもと高齢者の予防接種や各種健診に係る委託料のほか、子ども

と高齢者の予防接種に係る費用に対し、助成する扶助費を計上いたしました。 

    母子衛生費には、妊婦・乳児一般健診委託料や特定不妊治療助成事業補助金のほ

か、０歳児の育児を支援する育児用品支給費や妊婦のための支援給付金などの扶

助費を計上いたしました。 

    環境衛生費には、鯖江広域衛生施設組合負担金や住宅の太陽光、蓄電池設備導入

促進事業に係る補助金などを計上し、保健センター費には、朝日保健センターや

織田保健福祉センターの指定管理委託料などを計上いたしました。 

    塵芥処理費には、ごみ分別収集運搬に係る委託料や海岸漂着物の回収に係る委託

料のほか、町指定ごみ制作委託料などを計上し、し尿処理費には、合併処理浄化

槽の設置に係る補助金やし尿収集運搬安定化事業補助金などを計上いたしました。 

    次に、労働費ですが、労働諸費には、若者の移住・定住の促進を図るため、ＵＩ

ターン移住就職を支援する補助金や地元大学卒業生就職奨励金などを計上いたし

ました。 

    次に、農林水産業費ですが、農業委員会費には、委員会の運営に係る事務費を計

上いたしました。 

    農業振興費には、農地の保全管理と農業生産維持のため、中山間地域等直接支払

制度補助金や多面的基本支払交付金事業補助金を計上するほか、経営所得安定対

策推進事業補助金や農作物の被害を抑制するための有害鳥獣対策事業補助金など

を計上いたしました。 

    また、複数の集落で形成する農村型地域運営組織「農村ＲＭＯ」が行う農用地保

全・地域資源活用や生活支援などの地域課題を解決する取組に対し支援する農村

型地域運営組織モデル形成支援事業補助金を計上いたしました。 

    農地費には、土地改良施設の維持管理費や防災の観点から未利用ため池を廃止す

る工事費を計上するほか、県営事業である高山揚水機場整備費に係る負担金や町

土地改良区協議会補助金を計上いたしました。 

    農業施設費には、農地海岸における維持補修工事費や平等婦人の家の解体に係る

工事請負費を計上いたしました。 

    林業振興費には、作業道の維持管理や危険木伐採のための森林整備地域活動支援

事業補助金や森林環境保全を目的とする直接支援事業補助金を計上するほか、林

業構造改善費には、林道施設の維持補修費などを計上いたしました。 

    水産業振興費には、海洋廃棄物に係る回収処理委託料やアカガレイとズワイガニ

の漁獲量増加を目的とする海底耕うんに係る委託料などを計上いたしました。 

    次に、商工費ですが、商工業振興費には、商店街の経営支援や商工業の活力再生

を目的とする町商工会への補助金を計上するほか、伝統工芸である越前焼におけ

る職人の高齢化や後継者不足が課題となる中、新たな伝統工芸職人を育成するた

めの伝統工芸職人塾補助金を計上いたしました。 

    観光費には、４地区の祭り開催を支援する各実行委員会補助金や文化スポーツ合

宿誘致事業補助金を計上するほか、町観光連盟への補助金などを計上いたしまし

た。 

    観光施設費には、越前がにミュージアムマーケット等をはじめとする５施設の指

定管理料や各観光施設の修繕や解体に係る工事請負費を計上いたしました。 

    管理公社費には、越前温泉露天風呂漁火の修繕工事費や福井総合植物園プラント

ピアの修繕工事費などを計上いたしました。 
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    次に、土木費ですが、道路改良維持費には、町道の清掃などに係る維持管理費や

消雪設備の管理委託料を計上するほか、道路橋梁に係る維持補修工事などを計上

いたしました。 

    道路橋梁新設改良費には、社会資本整備総合交付金事業として、町道宝泉寺グラ

ウンド線の新設改良や町道乙坂神玉線の消雪設備に係る送散水管布設工事費を計

上いたしました。 

    除雪費には、除雪機械の維持管理費や除雪業務に係る委託料のほか、除雪ドーザ

８トン級の購入費を計上いたしました。 

    河川総務費には、河川改修に係る工事費を計上し、砂防費には、急傾斜地崩壊対

策や砂防施設維持補修に係る工事費を計上いたしました。 

    都市計画総務費には、各審議会の会議費や福井の伝統的民家の活用推進を図るた

めの補助金を計上いたしました。 

    住宅管理費には、町営住宅の維持管理費や木造住宅の耐震診断促進に係る委託料

のほか、借地整理のための土地調査委託料などを計上いたしました。 

    また、若者の住宅取得に要した費用に対し、最大１８０万円を支援する持家住宅

建設促進事業助成金や旧耐震住宅の建て替えに要した費用に対し、最大１４０万

円を支援する補助金のほか、奨学金の貸与を受け、大学などを卒業した町民に対

し、年間２０万円を上限に最大１００万円を支援する奨学金の返還補助金や空き

家の利活用や除却を推進する総合的な空き家対策費を計上いたしました。 

    次に、消防費ですが、常備消防費には、鯖江・丹生消防組合分担金を計上し、消

防防災施設費には、自主防災組織への資材購入補助金を計上いたしました。 

    また、災害対策費には、災害時のための避難生活備蓄物資購入費や県防災ヘリコ

プター運行連絡協議会負担金などを計上いたしました。 

    次に、教育費ですが、事務局費には、不登校・いじめ問題の対応や中高一貫教育

の充実のための指導主事の加配に係る費用のほか、教育相談に係る経費や小・中

学校の登下校や部活動のためのスクールバス運行に係る費用などをいたしました。 

    小学校の学校管理費には、各小学校の施設設備などの維持管理費や学習用タブレ

ット端末の保守点検委託料のほか、越前小学校教室ロッカー改修をはじめとする

工事請負費を計上いたしました。 

    小学校の教育振興費には、児童の学校生活を支援する生活支援員や通級指導員の

ほか、医療的ケアを行う看護師に加え、特別支援教育の充実のための専門員に係

る費用を計上いたしました。 

    中学校の学校管理費には、各中学校の施設設備などの維持管理費や朝日中学校屋

内運動場の屋上防水工事をはじめとする工事請負費を計上いたしました。 

    中学校の教育振興費には、生徒の学校生活を支援する生活支援員や通級指導員の

ほか、中高一貫教育の指導講師や教育相談に対応するスクールカウンセラーの配

置に係る費用を計上いたしました。 

    社会教育総務費には、はたちのつどいや海土里の短歌コンクールに係る費用のほ

か、町文化協議会への補助金や各区が建設する集会施設の建設に係る経費の一部

を支援する補助金を計上いたしました。 

    また、越前・西尾友好の会補助金やみやま市との児童交流に係る費用を計上いた

しました。 

    生涯学習センター費には、各施設の維持管理運営費や各種講座開催費のほか、各

地区文化祭や生涯学習センター施設維持に係る工事請負費などを計上いたしまし

た。 
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    国際交流費には、マレーシアとの交流費や町国際交流協会への補助金などを計上

いたしました。 

    図書館費には、図書館システム保守に係る委託料や図書購入費を計上し、資料館

費には、文化歴史館の維持管理経費などを計上いたしました。 

    保健体育総務費には、ホッケー競技の向上を目的とした町ホッケー協会への補助

金や全国大会などへの出場に係る激励費のほか、えちぜんスポーツクラブへの補

助金などを計上いたしました。 

    体育施設費には、各施設の維持管理費やアクティブランド体育館をはじめとする

改修工事費のほか、町立ホッケー場や町営野球場の改修工事費を計上いたしまし

た。 

    給食総務費には、給食調理業務委託料や賄材料費のほか、給食施設の維持管理に

係る費用を計上いたしました。 

    次に、公債費ですが、元金には町債定時償還元金を計上し、利子には町債定時償

還利子や一時借入金に係る利子を計上いたしました。 

    最後に、諸支出金ですが、財政調整基金費から地域振興基金費までの各基金の運

用利子の積立金を計上し、ふるさと再生基金費には、寄附金に係る積立金を計上

いたしました。 

    歳出の主な内容説明は以上でございます。 

    続きまして、歳入の主な内容を申し上げます。 

    まず、町税ですが、町民税や軽自動車税、市町村たばこ税、入湯税は前年度より

増収を見込み、固定資産税は減収を見込んで計上いたしました。また、地方譲与

税や利子割交付金、各種交付金には、収入見込額の範囲内でそれぞれ計上いたし

ました。 

    地方交付税は、国の地方財政計画を踏まえた試算により増額を見込み計上いたし

ました。 

    分担金及び負担金、使用料及び手数料、国庫支出金や県支出金、財産収入には、

それぞれ各事務事業費に充てる財源を見込み、計上いたしました。 

    寄附金には、ふるさと再生寄附金や企業版ふるさと納税寄附金を計上いたしまし

た。 

    繰入金には、収入の財源不足を補うための財政調整基金繰入金やふるさと再生に

資する事業の財源として、ふるさと再生基金繰入金を計上いたしました。繰入金

には、前年度収支見込みよる一般財源の範囲内で計上いたしました。 

    諸収入には、延滞金、町預金利子、貸付金回収金や受託事業収入のほか、雑入を

それぞれ計上いたしました。 

    最後に、町債ですが、過疎対策事業債には、越前地区における高速インターネッ

ト基盤整備事業債やケーブルテレビ施設管理事業債、町単独道路改良事業債や過

疎地域持続的発展特別事業債を、辺地対策事業債には、入尾・笈松地区における

悠久ロマンの杜改修事業債や町単独道路改良事業債を、公共施設等適正管理推進

事業債には、集会施設等改修事業債や観光施設解体事業債、道路維持補修事業債

や体育施設整備事業債を、公共事業債には、土地改良施設維持管理適正化事業債

を、一般補助施設整備等事業債には、基幹水利施設ストックマネジメント事業債

を、浚渫債には、緊急浚渫推進事業債を、緊急防災・減災事業債には、防災行政

無線整備事業債をそれぞれ計上いたしました。 

    以上、令和８年度越前町一般会計予算の提案理由とさせていただきます。 

    何とぞ慎重なご審議の上、妥当なるご決議を賜りますようお願い申し上げます。 
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日程第３５ 議案第２６号 令和８年度越前町国民健康保険事業特別会計予算 

日程第３６ 議案第２７号 令和８年度越前町介護保険事業特別会計予算 

日程第３７ 議案第２８号 令和８年度越前町後期高齢者医療事業特別会計予算 

日程第３８ 議案第２９号 令和８年度越前町温泉事業特別会計予算 

日程第３９ 議案第３０号 令和８年度越前町農林漁業体験実習館事業特別会計予算 

日程第４０ 議案第３１号 令和８年度越前町土地区画整理事業特別会計予算 

 

○議長（藤野菊信君） 日程第３５ 議案第２６号 令和８年度越前町国民健康保険事業

特別会計予算から日程第４０ 議案第３１号 令和８年度越前町土地区画整理事

業特別会計予算までの６議案を一括して議題といたします。 

    本案についての提案理由の説明を求めます。 

    町長。 

町長（髙田浩樹君）登壇 

○町長（髙田浩樹君） 議案第２６号から議案第３１号までの令和８年度事業会計予算６

議案につきまして、一括して提案理由を申し上げます。 

    最初に議案第２６号 令和８年度越前町国民健康保険事業特別会計予算は、予算

の総額を歳入歳出それぞれ２０億９，６５９万８，０００円と定めるものです。 

    歳出につきましては、保険給付費として過去３か年の給付実績を基に医療費の伸

び率を見込んで算出した額を計上いたしました。また、国民健康保険加入者の方

に納めていただいた保険税を主財源として福井県へ納付する国民健康保険事業費

納付金などの経費を計上いたしました。 

    歳入につきましては、保険税や県支出金のほか、一般会計からの繰入金などを計

上し、予算を編成いたしました。 

    次に、議案第２７号 令和８年度越前町介護保険事業特別会計予算は、予算の総

額と歳入歳出それぞれ、２３億６，１４３万９，０００円、保険事業勘定２３億

５，９０３万２，０００円、介護保険サービス事業勘定２４０万７，０００円と

定めるものです。 

    保険事業勘定の歳出につきましては、保険給付費のほか、介護予防生活支援サー

ビス事業に係る地域支援事業費などを計上いたしました。 

    歳入につきましては、第１号被保険者保険料のほか、国・県支出金、支払基金交

付金、一般会計繰入金を計上いたしました。 

    また、介護サービス事業勘定につきましては、歳出に介護予防支援事業に係る経

費を、歳入に介護予防サービス計画費収入を計上し、予算を編成いたしました。 

    次に、議案第２８号 令和８年度越前町後期高齢者医療事業特別会計予算は、予

算の総額を歳入歳出それぞれ４億２，８２１万１，０００円と定めるものです。 

    歳入につきましては、後期高齢者医療保険加入者の方に納めていただいた保険料

を主財源とし、後期高齢者医療広域連合納付金などの経費を計上いたしました。 

    歳入につきましては、後期高齢者医療広域連合が試算した保険料や一般会計から

の繰入金などを計上し、予算を編成いたしました。 

    次に、議案第２９号 令和８年度越前町温泉事業特別会計予算は、予算の総額を

歳入歳出それぞれ１，３９６万９，０００円と定めるものでございます。 

    歳出につきましては、施設管理費において越前地区の温泉３施設とはなみずき温

泉、合わせて４施設の維持管理費などを計上いたしました。 

    歳入につきましては、前年度実績により試算した温泉使用料などを計上し、不足
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額につきましては、一般会計繰入金を計上し、予算を編成いたしました。 

    次に、議案第３０号 令和８年度越前町農林漁業体験実習館事業特別会計予算は、

予算の総額を歳入歳出それぞれ、３，０８５万８，０００円と定めるものでござ

います。 

    歳出につきましては、会計年度任用職員の人件費や入湯税など、施設維持管理費

を計上いたしました。 

    歳入につきましては、使用料などをそれぞれ計上し、不足額につきましては、一

般会計繰入金を計上し、予算を編成いたしました。 

    最後に、議案第３１号 令和８年度越前町土地区画整理事業特別会計予算は、予

算の総額を歳入歳出それぞれ４万３，０００円と定めるものです。 

    歳出につきましては、長割土地区画整理事業として、地権者会議などに係る経費

を計上いたしました。 

    歳入につきましては、一般会計繰入金を計上し、予算を編成いたしました。 

    以上、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 

 

日程第４１ 議案第３２号 令和８年度越前町水道事業会計予算 

日程第４２ 議案第３３号 令和８年度越前町下水道事業会計予算 

日程第４３ 議案第３４号 令和８年度越前町国民健康保険病院事業会計予算 

 

○議長（藤野菊信君） 日程第４１ 議案第３２号 令和８年度越前町水道事業会計予算

から、日程第４３ 議案第３４号 令和８年度越前町国民健康保険病院事業会計

予算までの３議案を一括して議題といたします。 

    本案についての提案理由の説明を求めます。 

    町長。 

町長（髙田浩樹君）登壇 

○町長（髙田浩樹君） 議案第３２号から議案第３４号までの令和８年度事業会計予算３

議案につきまして、一括して提案理由を申し上げます。 

    最初に、議案第３２号 令和８年度越前町水道事業会計予算は、収益的収入の予

定額を５億３，０５０万４，０００円に、収益的支出の予定額を５億３，３７０

万１，０００円と定めるものです。 

    また、資本的収入の予定額を５億５，７２２万９，０００円に、資本的支出の予

定額を６億６，０１９万５，０００円と定めるものです。 

    収益的支出につきましては、営業費用に職員人件費のほか、県水の受水費、浄水

場や配水場の維持管理に要する経費を計上いたしました。また、営業外費用には、

企業債利息及び消費税納付金を計上いたしました。 

    収益的収入につきましては、営業収益に前年度実績により試算した水道使用量を

計上し、営業外収益には、他会計負担金及び長期前受金戻入などを計上いたしま

した。 

    次に、資本的支出ですが、建設改良費には、テレメーター更新工事のほか、施設

機器の更新に要する費用などを計上いたしました。 

    企業債償還金には、定時償還元金を計上いたしました。 

    資本的収入につきましては、企業債、水道加入金、他会計負担金などを計上いた

しました。 

    次に、議案第３３号 令和８年度越前町下水道事業会計予算は、収益的収入の予

定額を１０億５，７７１万８，０００円に、収益的支出の予定額を１０億６，１
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４１万７，０００円と定めるものです。 

    また、資本的収入の予定額を２億４，２７０万円に、資本的支出の予定額を４億

３，７９１万１，０００円と定めるものです。 

    収益的支出につきましては、営業費用に職員の人件費のほか、管渠や処理場の維

持管理に要する費用などを計上いたしました。 

    また、営業外費用には、企業債利息及び消費税納付金を計上いたしました。収益

的収入につきましては、営業収益に前年度実績により試算した下水道使用料を計

上し、営業外収益には、他会計負担金及び長期前受金戻入などを計上いたしまし

た。 

    次に、資本的支出ですが、建設改良費には、織田浄化センター改築工事（第１期

工事）委託料のほか、施設機器の更新に要する費用などを計上いたしました。 

    企業債償還金には、定時償還元金を計上いたしました。 

    資本的収入につきましては、企業債、国庫補助金、受益者分担金及び受益者負担

金を計上いたしました。 

    最後に、議案第３４号 令和８年度越前町国民健康保険病院事業会計予算は、年

間業務の予定量を入院患者数１万７，８１２人、外来患者数５万１，８００人と

見込み、収益的収入及び支出の予定額をそれぞれ１億６，９３８万６，０００円

と定めるものです。 

    また、資本的収入の予定額を２億５，９７２万９，０００円に、資本的支出の予

定額を３億３，２４７万８，０００円と定めるものです。 

    なお、資本的収入が資本的支出に対し不足する額７，２７４万９，０００円につ

きましては、過年度分損益勘定留保資金及び当年度分損益勘定留保資金で補塡す

るものです。 

    収益的支出につきましては、医業費用に指定管理交付金及び減価償却費などを計

上いたしました。また、医業外費用には、企業債の利息償還金を計上いたしまし

た。 

    収益的収入につきましては、医業外収益として、他会計負担金及び長期前受金戻

入などを計上いたしました。 

    次に、資本的支出でございますが、建設改良費には、ＭＲＩなどの医療機器の整

備費を計上いたしました。また、企業債償還金などを計上いたしました。 

    資本的収入につきましては、企業債及び他会計負担金などを計上いたしました。 

    以上、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（藤野菊信君） お諮りします。 

    本日の会議はこれで散会したいと思います。 

    これに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤野菊信君） 異議なしと認めます。 

    したがって、本日はこれで散会いたします。 

    なお、午後１時から全員協議会を開催しますので、全員協議会室にお集まりくだ

さい。よろしくお願いします。 

 

散会  午前１１時１５分 

 


